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市町村への権限移譲について 

平成 21 年 11 月 11 日 

総 務 部 市 町 村 課 

 

１ 千葉県における市町村への権限移譲について 

千葉県独自の市町村への権限移譲については、住民の利便性の向上や市町村の自

主性・自立性の強化を図るため、地域の特性や個性を生かした地域づくりや地域の

実情に応じた住民の暮らしづくりの分野など、住民生活に関連した事務を中心に、

市町村の意向を踏まえつつ、「千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関す

る条例」を制定し、推進している。 

また、移譲事務に係る財源措置として、「条例による事務処理の特例に係る市町

村交付金要綱」により、交付金を当該市町村に交付している。 

 

（参考） 

① 移譲事務数 

９４項目１，０２２事務（平成２１年１０月１日時点） 

（内訳）権限移譲事務 ５８項目６９５事務 

経由事務   ３６項目３２７事務 

               ※項目・事務数は、法律、政省令、条例、規則を含む。 

② 根拠法令 

地方自治法第 252 条の 17 の 2 第 1 項 

③ 財源措置 

「条例による事務処理の特例に係る市町村交付金交付要綱」 

ア 平成２０年度交付額 １億３，９８３万７千円 

イ 算定方法 

普通交付税の人件費単価に基づいた時間当たりの人件費単価、標準

処理時間、処理件数を乗じて算出 

（注）この交付金以外に、政令市や中核市が対象となっている場合、

担当部において財源措置しているものがある。 

④ 市町村への事務の移譲に係る支援等 

移譲にあたり、必要に応じて市町村に説明会・研修会等の開催、事務処理マ

ニュアルの作成、移譲に伴う市町村の条例・規則等への助言など移譲後の適切

な事務処理の確保を図っている。 

移譲後においても、個別の事例の相談、情報提供等の支援を実施している。 

また、人的支援として、専門的知識や資格が必要とされる場合には、市町村

の要請により県職員の派遣、あるいは市町村職員の研修生として県への受入等

を行っている。 

 

資料２
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２ 近年の権限移譲の推進について 

市町村が権限移譲に対して主体的に検討できるよう、権限移譲が可能な事務をパ

ッケージリストとして、平成１８年３月から市町村に提示している。 

パッケージリストは、人口規模、保健所設置市等の区分により移譲しうる権限を

整理し、分野ごとに示している。 

また、毎年、権限移譲に係る市町村の意向調査を実施し、市町村へ移譲すること

ができる事務は、パッケージリストを更新している。 

なお、パッケージリストに掲載されていない事務についても、市町村の希望によ

り権限移譲することができる。 

 

①環境保全パッケージ・・・１１項目 

(例)騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法に基づく規制地域の指定等 

   （移譲対象市町村：人口１０万人以上） 

②まちづくりパッケージ・・・１６項目 

(例) 都市計画法に基づく開発行為の許可等 

  （移譲対象市町村：人口５万人程度以上かつ限定特定行政庁） 

③福祉パッケージ・・・８項目 

(例)老人福祉法に基づく特別養護老人ホームの設置認可、届出受理等 

   （移譲対象市町村：全市町村） 

 ④消費生活パッケージ・・・１項目 

(例)計量法に基づく適正な計量のための定期検査及び立入検査等 

   （移譲対象市町村：全市町村） 

⑤農林振興パッケージ・・・７項目 

(例)土地改良法に基づく土地改良換地計画の清算金の徴収及び支払等 

   （移譲対象市町村：農業振興地域指定のない市を除く市町村） 

 

３ 権限移譲に係る今後の取り組みについて 

住民に最も身近な基礎自治体である市町村が、地域の特性や実情に応じた住民サ

ービスを総合的、主体的に取り組んでいくことが重要になっている。 

  住民福祉の向上や市町村の自立性を高めていくため、パッケージリストのうち権

限移譲が進まないものは原因を調べるとともに、引き続き市町村の権限移譲希望を

把握するなど、市町村の十分な理解を得ながら権限移譲を進めていきたいと考えて

いる。 

 

 

 

 

 

 



 3

条例による事務処理の特例による市町村への権限移譲事務一覧 

（平成２１年１０月１日現在） 
条例
別表
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       県担当課 備 考 

１ 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法の規

定による建築の許可等    (5事務) 
成田市･多古町･横芝光町･

芝山町 
空港地域振

興課 
権限移譲事務

1の2 地方自治法の規定による市町村の区域内の町
又は字の名称変更等の届出の受理及び告示 

(2事務)

各市町村 市町村課 権限移譲事務

1の3 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関
する法律に基づく発行手数料及び情報提供手

数料に関する条例による個人発行手数料の徴

収                (1事務)

各市町村 情報政策課 
 

権限移譲事務

 

1の4 千葉県福祉のまちづくり条例の規定による公
益的施設が整備規準に適合している場合の適

合証の交付、特定施設の新設又は改修に係る

監督処分等           (14事務)

千葉市･市川市･船橋市･松

戸市･佐倉市・柏市･市原

市・八千代市 

 

健康福祉指

導課 
権限移譲事務

２ 栄養士法施行令の規定により知事又は知事を

経由して厚生労働大臣に対して行う申請等の

経由              (12事務)

千葉市･船橋市・柏市 健康増進課 経由事務等      

３ 調理師法及び同法施行令並びに調理師法施行

細則の規定により知事に対して行う申請等の

経由               (8事務)

千葉市･船橋市・柏市 健康増進課 経由事務等      

４ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の

規定による健康診断の実施、記録の作成及び

保存、指導            (3事務)

千葉市･船橋市・柏市 健康福祉指

導課 
権限移譲事務

５ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律、

同法施行令及び同法施行規則の規定により知

事又は知事を経由して厚生労働大臣に対して

行う申請等の経由        (29事務)

千葉市･船橋市・柏市 健康福祉指

導課 
経由事務等      

5の2 母子及び寡婦福祉法、同法施行令並びに同法

施行細則の規定により知事に対して行う母子

寡婦福祉資金の貸付に係る申請等の受理(6 事
務) 

各市町村（千葉市･船橋市・

柏市を除く） 
 

児童家庭課 経由事務等      

5の3 児童扶養手当法施行令、母子及び寡婦福祉法

施行令の一部を改正する政令の規定により知

事に対して行う特例児童扶養資金の償還金の

支払猶予に係る申請等の受理    (1事務)

各市町村（千葉市･船橋市・

柏市を除く） 
 
 

児童家庭課 経由事務等      

5の4 社会福祉法の規定による社会福祉施設設置届

出の受理等           （6事務）
我孫子市・東庄町 高齢者福祉

課 
権限移譲事務

5の5 老人福祉法の規定による特別養護老人ホーム

の設置認可等          （6事務）
我孫子市、東庄町 高齢者福祉

課 
権限移譲事務

5の6 老人福祉法の規定による有料老人ホームの設

置届出の受理等         （6事務）
我孫子市、東庄町 高齢者福祉

課 
権限移譲事務

5の7 介護保険法の規定による介護老人保健施設の

改善命令、業務停止命令等     (38事務)

 

千葉市 医療整備課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

5の8 障害者自立支援法の規定による指定障害福祉
サービス事業者及び指定障害者支援施設の指

定等             （1６事務）

千葉市 障害福祉課 権限移譲事務

5の9 障害者自立支援法の規定による指定障害福祉
サービス事業者の指定等    （13事務）

我孫子市 障害福祉課 権限移譲事務

６ 千葉県心身障害者扶養年金条例及び千葉県心

身障害者扶養年金条例施行規則の規定による

加入の申込みの受理、証書の交付、掛金の徴

収、年金の支払い等       (11事務) 

各市町村（千葉市を除く） 障害福祉課 経由事務等      

７ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師

等に関する法律の規定による業務の停止又は

禁止               (1事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 権限移譲事務

８ 医師法及び同法施行令の規定により知事を経

由して厚生労働大臣に対して行う申請等の経

由                (8事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

９ 歯科医師法及び同法施行令の規定により知事

を経由して厚生労働大臣に対して行う申請等

の経由              (8事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１０ 保健師助産師看護師法及び同法施行令の規定
により知事又は知事を経由して厚生労働大臣

に対して行う申請等の経由    (16事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１１ 歯科衛生士法の規定により知事に対して行う
届出の経由            (1事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１１

の２ 
医療法の規定による病院等の開設許可及び変

更許可等            (35事務)
千葉市 
 

医療整備課 権限移譲事務

１２ 医療法の規定による病院等の構造設備につい
ての検査             (1事務)

船橋市・柏市 医療整備課 権限移譲事務

１２

の２ 
医療法の規定による医療法人の設立認可及び

変更の認可等          (42事務)
千葉市 
 

医療整備課 権限移譲事務

１３ 医療法、同法施行令及び同法施行規則の規定
により知事又は知事を経由して厚生労働大臣

に対して行う申請等の経由    (40事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１４ 死体解剖保存法施行令の規定により知事又は
知事を経由して厚生労働大臣に対して行う申

請等の経由            (5事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１５ 診療放射線技師法施行令の規定により知事を
経由して厚生労働大臣に対して行う申請の経

由                (6事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１６ 歯科技工士法及び同法施行令の規定により知
事又は知事を経由して厚生労働大臣に対して

行う申請等の経由        (8事務) 

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１７ 臨床検査技師等に関する法律施行令の規定に
より知事を経由して厚生労働大臣に対して行

う申請等の経由         (14事務)

 

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

１８ 理学療法士及び作業療法士法施行令の規定に
より知事を経由して厚生労働大臣に対して行

う申請等の経由          (7事務)

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

１９ 視能訓練士法施行令の規定により知事を経由
して厚生労働大臣に対して行う申請等の経由 

     (7事務) 

千葉市･船橋市・柏市 医療整備課 経由事務等      

２０ 温泉法及び同法施行のための規則の規定によ
り知事に対して行う申請等の経由 (12事務)

千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 経由事務等      

２０

の２ 
毒物及び劇物取締法の規定による業務上取扱

者に対する立入検査等      （8事務）
千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 権限移譲事務

２１ 毒物及び劇物取締法及び同法施行令の規定に
より知事又は知事を経由して厚生労働大臣に

対して行う申請等の経由     (14事務)

千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 経由事務等      

２２ 覚せい剤取締法の規定により知事又は知事を
経由して厚生労働大臣に対して行う申請等の

経由              (17事務)

千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 経由事務等      

２２

の２ 
薬事法の規定による薬局の開設の許可等 

（38事務）

千葉市・船橋市・柏市 薬 務 課 権限移譲事務

２２

の３ 
薬事法施行令及び同法施行規則の規定による

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の

交付等             （29事務）

千葉市・船橋市・柏市 薬 務 課 権限移譲事務

２３ 薬事法及び同法施行規則の規定により薬局開
設者又は登録販売者が知事に対して行う申請

等の経由            (8事務) 

千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 経由事務等      

２４ 薬剤師法及び同法施行令の規定により知事を
経由して厚生労働大臣に対して行う申請等の

経由               (8事務)

千葉市･船橋市・柏市 薬 務 課 経由事務等      

２５ 墓地、埋葬等に関する法律の規定による墓地、
納骨堂又は火葬場の経営等の許可等 (4事務)

各市町村（千葉市･船橋市・

柏市を除く） 
衛生指導課 権限移譲事務

２５

の２ 
建築物における衛生的環境の確保に関する法

律規定に基づく建築物管理事業登録等 

（５事務）

千葉市・船橋市・柏市 
 
 

衛生指導課 権限移譲事務

２５ 
の 3 

動物の愛護及び管理に関する法律の規定によ

る動物取扱行の届出の受理等   (33事務)
船橋市・柏市 衛生指導課 権限移譲事務

２６ クリーニング所の衛生措置に関する条例の規
定による公衆衛生の維持に支障がないことの

承認               (1事務)

千葉市･船橋市・柏市 衛生指導課 権限移譲事務

２６

の２ 
旅館業法施行条例及び旅館業法施行条例に基

づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に関す

る規則の規定による浴槽水等の水質の基準に

関する特例の承認        （1事務）

千葉市･船橋市・柏市 衛生指導課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

２７ ふぐの取扱い等に関する条例の規定によるふ
ぐ処理師に対する監督処分、営業の認証及び

営業者に対する監督処分等    (11事務) 

千葉市･船橋市・柏市 衛生指導課 権限移譲事務

２８ 公衆浴場法施行条例及び公衆浴場法施行条例
に基づく浴槽水等の水質基準及び水質検査に

関する規則の規定による浴槽水等の水質の基

準に関する特例の承認      （1事務）

千葉市･船橋市・柏市 衛生指導課 権限移譲事務

28の
2 

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び

管理の改善の促進に関する法律の規定による

電子情報処理組織に使用する電子計算機の指

定等               (2事務)

千葉市 大気保全課 

 
経由事務等      

２９ 千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例
施行規則の規定による特定施設が水質の汚濁

を防止するために必要な排水基準に適合しな

い場合の監督処分等       (14事務)

市川市･松戸市･市原市 水質保全課 権限移譲事務

３０ 千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例
施行規則の規定による地下水の採取の許可、

地盤の沈下等の防止のための監督処分等 

 吐出口の断面積（吐出口が２以上あるとき
は、その断面積の合計）が２１平方センチメ

ートル未満の揚水施設に係るものに限る 
 
 (15事務)

市川市･船橋市･木更津市･

松戸市･野田市･成田市･佐

倉市･習志野市･柏市･市原

市･流山市･八千代市･我孫

子市･鎌ヶ谷市･君津市･富

津市･浦安市･四街道市･袖

ヶ浦市･八街市･印西市･白

井市･富里市･山武市･酒々

井町･印旛村･本埜村･栄町･

芝山町･長柄町 

水質保全課 権限移譲事務

３１ 千葉県環境保全条例及び千葉県環境保全条例
施行規則の規定により知事に対して行う地下

水の採取の許可等に係る申請等の経由 

(7事務)

市川市･船橋市･木更津市･

松戸市･野田市･成田市･佐

倉市･習志野市･柏市･市原

市･流山市･八千代市･我孫

子市･鎌ヶ谷市･君津市･富

津市･浦安市･四街道市･袖

ヶ浦市･八街市･印西市･白

井市･富里市･山武市･酒々

井町･印旛村･本埜村･栄町･

芝山町･長柄町 

水質保全課 経由事務等      

３２ 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律及
び同法施行規則の規定による登録票の発行、

販売の許可、許可を受けた者に対する監督処

分等              (21事務)

各市町村 自然保護課 権限移譲事務

３３ 家庭用品品質表示法の規定による卸売業者以
外の販売業者に対する監督処分等  (4事務)

各市町村 県民生活課 権限移譲事務

３４ 消費生活用製品安全法の規定による特定製品
の販売の事業を行う者に対する監督処分等 

  (3事務)

各市町村 県民生活課 権限移譲事務

３５ 電気用品安全法の規定による販売事業者に対
する監督処分等          (2事務)

各市町村 
 

保 安 課 権限移譲事務

35
の 2 

計量法及び計量法施行規則に基づく適正計量

管理事業所の指定等        (9事務)
 

千葉市 保 安 課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

35
の 3 

農地法の規定による 2 ヘクタール以下の
農地転用の許可、農地等への立入調査、
違反転用に対する処分等   (10事務) 

千葉市・流山市･我孫子市 
 

農 地 課 権限移譲事務

35
の４ 

土地改良法の規定による土地改良換地計画の

清算金の徴収支払い         (1事務)

土地改良区の区域に属さない地域におい

て施行する県営土地改良事業に限る 

茂原市、長南町、大多喜町 耕 地 課 権限移譲事務

35
の５ 

土地改良法の規定による農業協同組合等が行

う土地改良事業に係る換地計画の認可等 

 (37事務)

千葉市 農村振興課 
耕 地 課 

権限移譲事務

３６ 国土交通省所管公共用財産管理規則の規定に
よる公共用財産の土木工事の施行の許可 

(1事務)

各市町村 用 地 課 権限移譲事務

３７ 国有財産法の規定による市町村道及び準用河
川の用に供されている国有財産に係る境界の

確定等              (8事務)

各市町村 用 地 課 権限移譲事務

３８ 国有財産法の規定による千葉市が管理する一
般国道・県道・二級河川の用に供されている

国有財産に係る境界の確定等    (8事務)

千葉市 用 地 課 
河川環境課 

権限移譲事務

３８

の２ 
不動産登記法の規定による二級河川に供され

る国有財産等の登記の嘱託    （1事務）
千葉市 河川環境課 権限移譲事務

３９ 駐車場法の規定による路外駐車場の設置及び
管理規程の届出の受理、管理者に対する監督

処分等              (6事務)

銚子市･市川市･館山市･木

更津市･松戸市･野田市･茂

原市･成田市･佐倉市･東金

市･旭市･習志野市･勝浦市･

市原市･流山市･八千代市･

我孫子市･鴨川市･鎌ヶ谷

市･君津市･富津市･浦安市･

四街道市･袖ヶ浦市･八街

市･印西市･白井市･富里市･

匝瑳市･香取市･山武市・い

すみ市・酒々井町･印旛村･

本埜村･栄町･多古町･東庄

町･大網白里町･九十九里

町･芝山町･横芝光町･一宮

町･長生村･白子町･長南

町・御宿町 

都市計画課 権限移譲事務

４０ 都市計画法及び同法施行規則の規定による都
市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行

区域内における建築物の建築の許可、許可を

受けた者に対する監督処分等    (7事務)

市川市･木更津市･松戸市･

野田市･茂原市･成田市･佐

倉市･習志野市･市原市･流

山市･八千代市･我孫子市･

鎌ヶ谷市･君津市･浦安市･

四街道市 

都市計画課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

４１ 都市計画法及び同法施行規則の規定により知
事に対して行う都市計画施設の区域又は市街

地開発事業の施行区域内における建築物の建

築の許可等に係る申請等の経由   (3事務)

銚子市･市川市･館山市･木

更津市･松戸市･野田市･茂

原市･成田市･佐倉市･東金

市･旭市･習志野市･勝浦市･

市原市･流山市･八千代市･

我孫子市･鴨川市･鎌ヶ谷

市･君津市･富津市･浦安市･

四街道市･袖ヶ浦市･八街

市･印西市･白井市･富里市･

匝瑳市･香取市･   山武

市・いすみ市・酒々井町･印

旛村･本埜村･栄町･多古町･

東庄町･大網白里町･九十九

里町･芝山町・横芝光町･一

宮町･長生村･白子町･長南

町・御宿町 

都市計画課 経由事務等      

４２ 都市計画法、同法施行令及び同法施行規則の
規定による開発行為の許可、開発区域内にお

ける建ぺい率等の制限の指定、開発許可を受

けた土地における建築物の建築等の許可、許

可等を受けた者に対する監督処分等(31事務)

市川市･木更津市･松戸市･

野田市･成田市・佐倉市･習

志野市･市原市･流山市･八

千代市･我孫子市･鎌ヶ谷市

都市計画課 権限移譲事務
 

４３ 都市計画法及び同法施行規則並びに千葉県開
発行為等規制細則の規定により知事に対して

行う開発行為の許可等に係る申請等の経由 

(14事務)

銚子市･館山市･茂原市･東

金市･旭市･勝浦市･鴨川市･

君津市･富津市･浦安市･四

街道市･袖ヶ浦市･八街市･

印西市･白井市･富里市･南

房総市･匝瑳市･香取市･山

武市･いすみ市･酒々井町･

印旛村･本埜村･栄町・神崎

町･多古町･東庄町･大網白

里町･九十九里町･芝山町･

横芝光町･一宮町･睦沢町･

長生村･白子町･長柄町･長

南町･大多喜町･御宿町･鋸

南町           

都市計画課 経由事務等      

４４ 宅地開発事業の基準に関する条例の規定によ
る宅地開発事業の工事の設計の確認、事業主

に対する監督処分等       (12事務)

市原市 都市計画課 権限移譲事務

４５ 宅地開発事業の基準に関する条例の規定によ
り知事に対して行う宅地開発事業の工事の設

計の確認等に係る申請等の経由   (6事務)

旭市・勝浦市･鴨川市･君津

市･富津市･南房総市･匝瑳

市･香取市・いすみ市･神崎

町･東庄町･睦沢町･長柄町･

長南町･大多喜町･鋸南町  

都市計画課 経由事務等      

４５

の２ 
 

租税特別措置法の規定による優良宅地の認定

（1事務） 
千葉市、市川市、船橋市、

木更津市、松戸市、野田市、

成田市、佐倉市、習志野市、

柏市、市原市、流山市、八

千代市、我孫子市、鎌ケ谷

市 

都市計画課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

４６ 租税特別措置法及び土地譲渡益重課制度及び
長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地

認定事務施行細則の規定により知事に対して

行う優良宅地の認定等に係る申請等の経由(2
事務) 

銚子市、館山市、茂原市、

東金市、旭市、勝浦市、鴨

川市、君津市、富津市、浦

安市、四街道市、袖ケ浦市、

八街市、印西市、白井市、

富里市、南房総市、匝瑳市、

香取市、山武市、いすみ市、

酒々井町、印旛村、本埜村、

栄町、神崎町、多古町、東

庄町、大網白里町、九十九

里町、芝山町、横芝光町、

一宮町、睦沢町、長生村、

白子町、長柄町、長南町、

大多喜町、御宿町、鋸南町

都市計画課 経由事務等      

４７ 宅地造成等規制法の規定による宅地造成工事
の許可、許可を受けた者に対する監督処分、

規制区域内の所有者等への勧告及び改善命令

等              (１６事務) 

市川市･木更津市･松戸市･

成田市･佐倉市･八千代市 
都市計画課 権限移譲事務

４８ 宅地造成等規制法及び宅地造成等規制法施行
細則の規定により知事に対して行う宅地造成

工事の許可等に係る申請等の経由 (７事務) 

銚子市･勝浦市 都市計画課 経由事務等      

４８

の２ 
高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進

に関する法律の規定による特定路外駐車場の

設置の届出の受理等      （4事務） 

各市町村（千葉市、船橋市、

柏市を除く） 
都市計画課 権限移譲事務

４９ 都市再開発法の規定による市街地再開発促進
区域内における建築の許可、違反行為に対す

る措置、土地の買取り及び買い取った土地の

処分、他人の占有する土地への立入の許可、

障害物の伐採又は土地の試掘等の許可、市街

地再開発事業の施行地区内における建築行為

等の制限、土地物件の引渡し又は物件の移転

の代執行、再開発事業計画の認定等(24事務)

 県が施行する市街地再開発事業に係るもの
を除く 

市川市･木更津市･松戸市･

野田市･茂原市・成田市・佐

倉市･習志野市･市原市･流

山市･八千代市･我孫子市・

鎌ヶ谷市・君津市・浦安市・

四街道市 

都市整備課 権限移譲事務

４９

の２ 
都市再開発法の規定による市街地再開発事業

の施行の認可、認可を受けた者に対する監督

処分等            (３８事務) 

 個人施行者又は市街地再開発組合が施行す
る市街地再開発事業（施行区域が二以上の市

町の区域にわたるものを除く）に係るものに

限る 

千葉市 都市整備課 権限移譲事務

５０ 租税特別措置法施行令の規定による特定民間
再開発事業及び地区外転出事情の認定(2事務)

千葉市･市川市･船橋市･松

戸市･柏市 
都市整備課 権限移譲事務

 

５１ 土地区画整理法の規定による土地区画整理事
業の施行地区内における建築行為等の許可、

許可を受けた者に対する監督処分等 (5事務)

 個人施行者、土地区画整理組合、市町村、都
市再生機構及び地方住宅供給公社が施行す

る土地区画整理事業に係るものに限る 

各市（銚子市･旭市・南房総

市、山武市を除く）･酒々井

町･印旛村･本埜村･栄町･東

庄町･大網白里町･一宮町 

都市整備課 権限移譲事務
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別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

５２ 土地区画整理法の規定により知事に対して行
う県が施行する土地区画整理事業の施行地区

内における建築行為等の許可に係る申請の経

由               (1事務) 

木更津市･柏市･流山市 都市整備課 経由事務等      

５３ 土地区画整理法及び同法施行令の規定による
個人施行者の施行の認可、土地区画整理組合

の設立の認可、換地計画の認可、個人施行者

及び土地区画整理組合に対する監督処分等 

(４１事務)

 施行区域が２以上の市町村の区域にわたるもの
を除く施行面積が５ヘクタール未満の土地区画整

理事業で、個人施行者又は土地区画整理組合が施

行するものに限る 

市川市･木更津市･松戸市･

野田市･成田市・佐倉市･習

志野市･市原市･流山市･八

千代市･我孫子市･鎌ヶ谷

市・浦安市 

都市整備課 権限移譲事務

５４ 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の
促進に関する特別措置法に規定する土地区画

整理促進区域内における建築行為等の許可 
(1事務)

市川市･木更津市･松戸市･

野田市･成田市･佐倉市･習

志野市･市原市･流山市･八

千代市･我孫子市･鎌ヶ谷

市･君津市･富津市･浦安市･

四街道市･袖ヶ浦市･印西

市･白井市･富里市･酒々井

町･印旛村･本埜村･栄町 

都市整備課 権限移譲事務

５５ 屋外広告物法及び千葉県屋外広告物条例の規
定による広告物の除却、広告物等の表示又は

設置の許可、許可を受けた者に対する監督処

分等              (24事務)

銚子市･市川市･館山市･木

更津市･松戸市･野田市･茂

原市･成田市･佐倉市･東金

市･旭市･習志野市･勝浦市･

市原市･流山市･八千代市･

我孫子市･鴨川市･鎌ヶ谷

市･君津市･富津市･浦安市･

四街道市･袖ヶ浦市･八街

市･印西市･白井市･富里市･

南房総市･匝瑳市･香取市･

山武市･いすみ市・酒々井

町･印旛村･本埜村･栄町･多

古町･東庄町･大網白里町･

九十九里町･芝山町･横芝光

町･一宮町･長生村･白子町･

長南町･大多喜町･御宿町･

鋸南町 

公園緑地課 権限移譲事務

５５

の２ 
千葉県風致地区条例の規定による行為の許

可、許可を受けた者に対する監督処分等 
(8事務)

市川市 公園緑地課 権限移譲事務

５６ 千葉県風致地区条例の規定により知事に対し

て行う行為の許可等に係る申請等の経由 

(2事務)

銚子市･香取市      公園緑地課 経由事務等      

５７ 首都圏近郊緑地保全法の規定による近郊緑地

保全区域における行為の届出の受理、届出を

した者に対する助言及び勧告等   (3事務)

野田市･君津市 公園緑地課 権限移譲事務

５８ 都市緑地法及び都市緑地法施行細則の規定に
よる特別緑地保全地区内における行為の許

可、原状回復等の命令、許可を受けた者に対

する監督処分等        (11事務) 

市川市･松戸市・佐倉市･流

山市･我孫子市 
公園緑地課 権限移譲事務



 11

別表 
番号 事 務 の 概 要         対象市町村       事務担当 備 考 

５９ 都市緑地保全法の規定により知事に対して行
う損失の補償等に係る申請等の受理 (2事務)

市川市･松戸市・佐倉市･流

山市･我孫子市 
公園緑地課 経由事務等      

６０ 建築基準法、同法施行令及び同法施行規則並
びに建築基準法施行条例及び千葉県建築基準

法施行細則の規定により知事又は建築主事に

対して行う申請等の経由     (28事務)

各市町村（千葉市･市川市･

船橋市･松戸市･佐倉市･柏

市･市原市・八千代市を除

く） 

建築指導課 経由事務等      

60の
2 

建築基準法施行条例の規定による避難及び通

行の安全上支障がないことの認定等 (6事務)
千葉市･市川市･船橋市･松

戸市･佐倉市・柏市･市原

市・八千代市 

建築指導課 権限移譲事務

６１ 建築物の耐震改修の促進に関する法律及び建
築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

の規定により知事に対して行う計画の認定等

に係る申請等の経由        (3事務)

各市町村（千葉市･市川市･

船橋市･松戸市･佐倉市･柏

市･市原市・八千代市を除

く） 

建築指導課 経由事務等      

６２ 高齢者、身体障害者等の移動の円滑化の促進
に関する法律の規定により知事に対して行う

計 画 の 認 定 等 に 係 る 申 請 等 の 経 由

(3事務) 

各市町村（千葉市･市川市･

船橋市･松戸市･佐倉市･柏

市･市原市・八千代市を除

く） 

建築指導課 経由事務等      

６３ 租税特別措置法の規定による優良住宅の認定
                 (1事務)
 

千葉市･銚子市･市川市･船

橋市･館山市･木更津市･松

戸市･野田市･茂原市･成田

市･佐倉市･東金市･旭市･習

志野市･柏市･勝浦市･市原

市･流山市･八千代市･我孫

子市･鴨川市･鎌ヶ谷市･君

津市･富津市･浦安市･四街

道市･袖ヶ浦市･八街市･印

西市･白井市･富里市･匝瑳

市･香取市・山武市・いすみ

市 

住 宅 課 権限移譲事務

６４ 千葉県収入証紙規則の規定による収入証紙の
売さばき             (1事務)

 

各市町村 出 納 局 経由事務等      

※ 平成２０年度中の変更箇所は赤表示（削除項目は条例改正時の資料を参照のこと） 
 
（参考） 
市町村が処理する事務数の推移 

 平成 18年度当初 平成 19年度当初 平成 20年度当初 平成 21年度当初
権限移譲事務 43項目 509事務 50項目 564事務 58項目 685事務 58項目 685事務
経由事務等 36項目 334事務 36項目 343事務 37項目 351事務 36項目 327事務
合計 79項目 843事務 86項目 907事務 95項目 1036事務 94項目 1012事務

 
 平成 21.10.01 
権限移譲事務 58項目 695事務 
経由事務等 36項目 327事務 
合計 94項目 1022事務 

 



環境保全パッケージ

1 ①
ばい煙発生施設（工場に係るもの）
の設置の届出の受理及び立入検査等

環境ー１－①
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

環生大気保全課

②
粉じん発生施設（工場に係るもの）
の設置の届出の受理及び立入検査等

環境ー１－②
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

環生大気保全課

③
ＶＯＣ排出施設の設置の届出の受理
及び立入検査等

環境ー１－③
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

環生大気保全課

④
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等、常時監視

環境ー１－④
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

環生
大気保全課
水質保全課

2
大気汚染の防止
に関する事務

①
ばい煙発生施設（工場に係るものを
除く）の設置の届出の受理及び立入
検査等

環境ー２－① 人口１０万人以上 環生大気保全課

②
粉じん発生施設（工場に係るものを
除く）の設置の届出の受理及び立入
検査等

環境ー２－② 人口１０万人以上 環生大気保全課

③
道路部分等における自動車排出ガス
の濃度の測定、測定に基づく要請

環境ー２－③ 人口１０万人以上 環生大気保全課

④ 大気の汚染状況の常時監視 環境ー２－④ 人口１０万人以上 環生大気保全課

3
水質汚濁の防止
に関する事務

①
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

環境ー３－① 人口１０万人以上 環生水質保全課

②
公共用水域及び地下水の水質の常時
監視

環境ー３－② 人口１０万人以上 環生水質保全課

③
指定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

環境－３－③ 人口１０万人以上 環生水質保全課

④
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

環境ー３－④ 人口１０万人以上 環生水質保全課

4
土壌汚染防止に
関する事務

①
有害物質使用特定施設に係る工場で
あった土地における土壌汚染状況調査
結果及び調査猶予申請の受理

環境ー４－① 人口１０万人以上 環生水質保全課

5
騒音の規制に関
する事務

①
騒音規制地域の指定、公示、自動車騒
音の常時監視

環境ー５－① 人口１０万人以上 環生大気保全課　

6
振動の規制に関
する事務

① 振動規制地域の指定、公示 環境ー６－① 人口１０万人以上 環生大気保全課　

7
悪臭の防止に関
する事務

① 悪臭規制地域の指定、公示 環境ー７－① 人口１０万人以上 環生大気保全課　

8
浄化槽適正設置
に係る事務

① 浄化槽の設置の届出の処理 環境ー８－① 特定行政庁 県土建築指導課

9
地下水採取規制
事務

① 指定区域内における地下水採取の許可 環境ー９－① 法の適用を受ける全市 環生水質保全課

② 建築物用地下水の採取の許可 環境ー９－② 法の適用を受ける全市 環生水質保全課

③
指定区域内における特定用途に供する
地下水採取の許可

環境ー９－③
条例の適用をうける全市町
村

環生水質保全課

10
浄化槽に関する
事務

① 浄化槽の設置、変更の届出の受理 環境ー１０－① 全市町村 環生水質保全課

11
有害鳥獣の捕獲
許可に関する事
務

①
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等
の許可

環境ー１１－① 全市町村 環生自然保護課

権限移譲パッケージリスト

担当課移譲対象市町村名　称 代表的な事務内容

工場等に係る大
気汚染防止及び
ダイオキシン類
対策に関する事
務

部事務コード

12



まちづくりパッケージ

1
耐震改修促進法
に関する事務

① 計画の認定 まちー１－① 特定行政庁 県土建築指導課

2
省エネ建築の推
進に係る事務

① 特定建築物に係る届出の受理 まちー２－① 特定行政庁 県土建築指導課

3
避難通行に関す
る事務

①
避難及び通行の安全上支障がないこと
の認定等

まちー３－① 特定行政庁 県土建築指導課

4
建築確認に関す
る事務

① 建築確認 まちー４－①
特定行政庁

（限定特定行政庁）
県土建築指導課

5
土地区画整理に
関する事務

① 土地区画整理組合の設立認可 まちー５－① 人口１０万人以上 県土都市整備課

6

都市計画施設等
の区域内におけ
る建築の規制に
関する事務

①
都市計画施設等の区域内における建築
の許可

まちー６－① 人口１０万人以上 県土都市計画課

7
農地等の転用許
可等に関する事
務

①
　2ヘクタール以下の農地転用のための
権利移動許可、農業会議への諮問、許
可条件の添付

まちー７－① 人口１０万人以上 農林農地課

8
開発許可権限に
関する事務

①  開発行為の許可 まちー８－①
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁

県土都市計画課

9
宅地開発事業の
確認に関する事
務

① 工事の設計の確認 まちー９－①
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁

県土都市計画課

10
開発許可相当の
宅地であることを
認定する事務

① 優良宅地の認定 まちー１０－①
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁

県土都市計画課

11
宅地造成工事の
許可等に関する
事務

① 工事の許可 まちー１１－①
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁

県土都市計画課

12
海岸の管理に関
する事務

① 海岸保全区域での制限行為の許可 まちー１２－① 全市町村 県土河川環境課

13
優良住宅認定に
関する事務

①
優良な住宅の供給に寄与する住宅新築
の認定

まちー１３－① 全市町村 県土住宅課

14

特別緑地保全地
区内の行為の制
限等に関する事
務

①
特別緑地保全地区内の行為の制限等
に関する事務

まちー１４－① 全市町村 県土公園緑地課

15
風致地区内の行
為の制限に関す
る事務

① 風致地区内の行為の許可、変更許可 まちー１５－① 全市町村 県土公園緑地課

16
屋外広告物に関
する事務

① 違反広告物の行政代執行 まちー１６－① 全市町村 県土公園緑地課

② 許可地域における広告物の許可 まちー１６－② 全市町村 県土公園緑地課

移譲対象市町村 部 担当課名　称 代表的な事務内容 事務コード

13



福祉パッケージ

1

介護保険法の居
宅サービス事業
者・施設の指定
に関する事務
（老健を除く）

① 帳簿書類の提出等 福祉ー１－① 中核市以上 健福保険指導課

② 指定居宅サービス事業者の指定 福祉ー１－② 中核市以上 健福保険指導課

③
介護保険施設（介護老人保健施設を除
く）の指定

福祉ー１－③ 中核市以上 健福保険指導課

2

障害者自立支援
法の指定障害者
支援施設の指定
に関する事務

① 指定障害者支援施設の指定 福祉ー２－① 中核市以上 健福障害福祉課

3
介護老人保健施
設に関する事務

① 介護老人保健施設の開設許可 福祉ー３－① 中核市以上 健福医療整備課

②
帳簿書類の提出等（介護老人保健施設
分）

福祉ー３－② 中核市以上 健福医療整備課

4
精神障害者に関
する通報・移送
等事務

① 医療保護入院のための移送 福祉ー４－① 保健所設置市 健福障害福祉課

② 措置入院 福祉ー４－② 保健所設置市 健福障害福祉課

5
高齢者等が利用
する建築物に関
する事務

①
特定建築物が整備基準に適合してい
ること証する証票の交付

福祉ー５－① 特定行政庁 県土建築指導課

② 特定建築物の計画の認定 福祉ー５－② 特定行政庁 県土建築指導課

6

障害者自立支援
法の指定障害福
祉サービス事業
者の指定に関す
る事務

① 指定障害福祉サービス事業者の指定 福祉ー６－① 人口１０万人以上 健福障害福祉課

7
保育所等に関す
る事務

①
社会福祉法人（保育所関係に限る）の設
立認可

福祉ー７－① 人口１０万人以上 健福児童家庭課

② 児童福祉施設（保育所）の設置認可 福祉ー７－② 人口１０万人以上 健福児童家庭課

③ 認可外保育施設の届出の受理 福祉ー７－③ 人口１０万人以上 健福児童家庭課

④
指定保育士養成施設の指定申請書等
の経由

福祉ー７－④ 人口１０万人以上 健福児童家庭課

8
老人ホーム等の
設置の認可・届
出等

①
特別養護老人ホーム（定員２９人以下）
の設置の認可

福祉ー９－① 全市町村 健福高齢者福祉課

②
軽費老人ホーム（地域密着型特定施設
に限る）の設置の届出

福祉ー９－② 全市町村 健福高齢者福祉課

③ 有料老人ホームの設置の届出 福祉ー９－③ 全市町村 健福高齢者福祉課

移譲対象市町村名　称 代表的な事務内容 事務コード 部 担当課

14



消費生活パッケージ

1
計量に関する検
査事務

①
適正な計量のための定期検査や立入
検査等の実施

消費ー６－① 全市町村 商工保安課

② 検定証印等の除去 消費ー６－② 全市町村 商工保安課

③
適正計量管理事務所の指定に関する
事務

消費ー６－③ 全市町村 商工保安課

農林振興パッケージ

1
土地改良換地計
画の認可等に関
する事務

①
農業協同組合等の行う土地改良事業に
係る換地計画の認可

農林ー１－① 全市町村 農林耕地課

2
土地改良換地計
画の清算金に関
する事務

①
土地改良区の区域に属さない地域にお
いて施行する県営土地改良事業の換地
計画に定める清算金の徴収及び支払

農林ー２－①
農振地域指定のない松戸
市、流山市、鎌ヶ谷市、浦
安市を除く５２市町村

農林耕地課

3

木材の搬出に係
る土地使用権設
定等に関する事
務

①
木材等の搬出等をするために他人の土
地に使用権を設定する認可

農林ー３－① 全市町村 農林森林課

4
土地改良事業の
認可等に係る事
務

①
農業協同組合等の行う土地改良事業
の認可

農林ー４－① 全市町村 農林農村振興課

5
土地改良事業に
係る報告の徴収
及び検査

①
法第３条の資格を有する者に対する検
査

農林ー５－① 全市町村 農林農村振興課

6
持続性の高い農
業生産方式に関
する事務

①
持続性の高い農業生産方式の導入関
する計画の認定(変更認定)

農林ー６－① 全市町村 農林安全農業推進課

7
果樹農業の振興
に関する事務

① 果樹園経営計画の認定 農林ー７－① 全市町村 農林生産販売振興課

移譲対象市町村 部 担当課名　称 代表的な事務内容 事務コード

移譲対象市町村 部 担当課名　称 代表的な事務内容 事務コード

15



環境保全パッケージ

千
葉
市

銚
子
市

市
川
市

船
橋
市

館
山
市

木
更
津
市

松
戸
市

野
田
市

茂
原
市

成
田
市

佐
倉
市

東
金
市

旭
市

習
志
野
市

柏
市

勝
浦
市

市
原
市

流
山
市

八
千
代
市

我
孫
子
市

鴨
川
市

鎌
ヶ

谷
市

君
津
市

富
津
市

浦
安
市

四
街
道
市

袖
ヶ

浦
市

八
街
市

印
西
市

白
井
市

富
里
市

南
房
総
市

匝
瑳
市

香
取
市

山
武
市

い
す
み
市

酒
々
井
町

印
旛
村

本
埜
村

栄
町

神
崎
町

多
古
町

東
庄
町

大
網
白
里
町

九
十
九
里
町

芝
山
町

横
芝
光
町

一
宮
町

睦
沢
町

長
生
村

白
子
町

長
柄
町

長
南
町

大
多
喜
町

御
宿
町

鋸
南
町

1 ①
ばい煙発生施設（工場に係るもの）
の設置の届出の受理及び立入検査等

大気汚染防止法
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

3 0 3 ● ● ●

②
粉じん発生施設（工場に係るもの）
の設置の届出の受理及び立入検査等

大気汚染防止法
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

3 0 3 ● ● ●

③
ＶＯＣ排出施設の設置の届出の受理
及び立入検査等

大気汚染防止法
大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

3 0 3 ● ● ●

④
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等、常時監視

ダイオキシン類対策
特別措置法

大気汚染防止法、水質汚
濁防止法の政令市（市川
市・松戸市・市原市）

3 0 3 ● ● ●

2
大気汚染の防止に
関する事務

①
ばい煙発生施設（工場に係るものを
除く）の設置の届出の受理及び立入
検査等

大気汚染防止法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

②
粉じん発生施設（工場に係るものを
除く）の設置の届出の受理及び立入
検査等

大気汚染防止法 人口１０万人以上 10 0 10 法 法 法 ● 法 ● ● ● ● 法 法 ● ● ● ● ●

③
道路部分等における自動車排出ガス
の濃度の測定、測定に基づく要請

大気汚染防止法 人口１０万人以上 10 0 10 法 法 法 ● 法 ● ● ● ● 法 法 ● ● ● ● ●

④ 大気の汚染状況の常時監視 大気汚染防止法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

3
水質汚濁の防止に
関する事務

①
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

水質汚濁防止法 人口１０万人以上 10 0 10 法 法 法 ● 法 ● ● ● ● 法 法 ● ● ● ● ●

②
公共用水域及び地下水の水質の常時
監視

水質汚濁防止法 人口１０万人以上 10 0 10 法 法 法 ● 法 ● ● ● ● 法 法 ● ● ● ● ●

③
指定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

湖沼水質保全特別措
置法

人口１０万人以上 16 0 16 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

④
特定施設の設置の届出の受理及び立
入検査等

千葉県環境保全条例 人口１０万人以上 13 3 10 法 ○ 法 ● ○ ● ● ● ● 法 ○ ● ● ● ● ●

4
土壌汚染防止に関
する事務

①
有害物質使用特定施設に係る工場で
あった土地における土壌汚染状況調査
結果及び調査猶予申請の受理

土壌汚染対策法 人口１０万人以上 10 0 10 法 法 法 ● 法 ● ● ● ● 法 法 ● ● ● ● ●

5
騒音の規制に関す
る事務

①
騒音規制地域の指定、公示、自動車騒
音の常時監視

騒音規制法 人口１０万人以上 12 0 12 法 ● 法 ● 法 ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● 法 ●

6
振動の規制に関す
る事務

① 振動規制地域の指定、公示 振動規制法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

7
悪臭の防止に関す
る事務

① 悪臭規制地域の指定、公示 悪臭防止法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

8
浄化槽適正設置に
係る事務

① 浄化槽の設置の届出の処理 浄化槽法 特定行政庁 8 0 8 法 法 法 法 法 法 法 法

9
地下水採取規制事
務

①
指定区域内における地下水採取の許
可

工業用水法 法の適用を受ける全市 8 0 8 ● ● ● ● ● ● ● ●

② 建築物用地下水の採取の許可
建築物用地下水の採
取の規制に関する法
律

法の適用を受ける全市 7 0 7 ● ● ● ● ● ● ●

③
指定区域内における特定用途に供する
地下水採取の許可

千葉県環境保全条例
条例の適用をうける全市
町村 30 30 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

10
浄化槽に関する事
務

① 浄化槽の設置、変更の届出の受理 浄化槽法 全市町村 53 0 53 法 ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

11
有害鳥獣の捕獲許
可に関する事務

①
鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等
の許可

全市町村 56 0 56 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

工場等に係る大気
汚染防止及びダイ
オキシン類対策に
関する事務

権限移譲パッケージリスト（取組状況）

名　称 代表的な事務内容 根拠法令 移譲対象市町村
移譲対象
市町村数

移譲済
市町村数

未移譲
市町村数

【凡例】
・「○」・・・移譲済み
・「●」・・・未移譲
・「△」・・・移譲の対象とならない
・「法」・・・個別法令等により当該市町村の権限となるもの
なお、人口１０万人以上の市町村はセルが着色してある市町村です。
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権限移譲パッケージリスト（取組状況）
まちづくりパッケージ
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1
耐震改修促進法に
関する事務

① 計画の認定
建築物の耐震改修の
促進に関する法律

特定行政庁 8 8 0 法 法 法 法 法 法 法 法

2
省エネ建築の推進
に係る事務

① 特定建築物に係る届出の受理
エネルギ－の使用の
合理化に関する法律

特定行政庁 8 8 0 法 法 法 法 法 法 法 法

3
避難通行に関する
事務

①
避難及び通行の安全上支障がないこと
の認定等

建築基準法施行条例 特定行政庁 8 8 0 法 法 法 法 法 法 法 法

4
建築確認に関する
事務

① 建築確認 建築基準法
特定行政庁

（限定特定行政庁） 19 19 0 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法 法

5
土地区画整理に関
する事務

① 土地区画整理組合の設立認可 建築基準法 人口１０万人以上 13 13 0 法 ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○

6

都市計画施設等の
区域内における建
築の規制に関する
事務

①
都市計画施設等の区域内における建
築の許可

都市計画法 人口１０万人以上 13 16 0 法 ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

7
農地等の転用許可
等に関する事務

①
　2ヘクタール以下の農地転用のため
の権利移動許可、農業会議への諮問、
許可条件の添付

農地法 人口１０万人以上 15 3 12 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ○ ● △

8
開発許可権限に関
する事務

①  開発行為の許可 都市計画法
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁 11 7 4 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

9
宅地開発事業の確
認に関する事務

① 工事の設計の確認
宅地開発事業の基準
に関する条例

人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁 11 1 11 ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ●

10

開発許可相当の宅
地であることを認定
する事務

① 優良宅地の認定 租税特別措置法
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁 11 15 4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

11
宅地造成工事の許
可等に関する事務

① 工事の許可 宅地造成等規制法
人口５万人程度以上かつ
限定特定行政庁 11 6 9 ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ● ● ● ● ●

12
海岸の管理に関す
る事務

① 海岸保全区域での制限行為の許可 海岸法 全市町村 27 0 27 ● ● ● ● ● ● △ △ △ △ △ △ ● ● △ ● ● △ △ △ ● △ ● ● ● △ ● △ △ △ △ ● ● ● 法 ● △ △ △ △ △ △ △ ● ● △ ● ● △ ● ● △ △ △ ● ●

13
優良住宅認定に関
する事務

①
優良な住宅の供給に寄与する住宅新
築の認定

租税特別措置法 全市町村 56 35 21 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

14

特別緑地保全地区
内の行為の制限等
に関する事務

①
特別緑地保全地区内の行為の制限等
に関する事務

都市緑地法 全市町村 5 5 0 ○ ○ ○ ○ ○

15

風致地区内の行為
の制限に関する事
務

① 風致地区内の行為の許可、変更許可 千葉県風致地区条例 全市町村 3 1 2 ● ○ ●

16
屋外広告物に関す
る事務

① 違反広告物の行政代執行 屋外広告物法 全市町村 53 50 3 法 ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

② 許可地域における広告物の許可
千葉県屋外広告物条
例

全市町村 50 50 0 法 ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 法 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○

移譲対象市町村
移譲対象
市町村数

移譲済
市町村数

未移譲
市町村数

名　称 代表的な事務内容 根拠法令
【凡例】
・「○」・・・移譲済み
・「●」・・・未移譲
・「△」・・・移譲の対象とならない
・「法」・・・個別法令等により当該市町村の権限となるもの
なお、人口１０万人以上の市町村はセルが着色してある市町村です。
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権限移譲パッケージリスト（取組状況）
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1 ① 帳簿書類の提出等 介護保険法 中核市以上 3 0 3 ● ● ●

② 指定居宅サービス事業者の指定 介護保険法 中核市以上 3 0 3 ● ● ●

③
介護保険施設（介護老人保健施設を除
く）の指定

介護保険法 中核市以上 3 0 3 ● ● ●

2

障害者自立支援法
の指定障害者支援
施設の指定に関す
る事務

① 指定障害者支援施設の指定
自立支援法（平成１９
年４月～）

中核市以上 3 1 2 ○ ● ●

3
介護老人保健施設
に関する事務

① 介護老人保健施設の開設許可 介護保険法 中核市以上 3 1 2 ○ ● ●

②
帳簿書類の提出等（介護老人保健施設
分）

介護保険法 中核市以上 3 1 2 ○ ● ●

4

精神障害者に関す
る通報・移送等事
務

① 医療保護入院のための移送
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律

保健所設置市 2 0 2 法 ● ●

② 措置入院
精神保健及び精神障
害者福祉に関する法
律

保健所設置市 2 0 2 法 ● ●

5

高齢者等が利用す
る建築物に関する
事務

①
特定建築物が整備基準に適合してい
ること証する証票の交付

千葉県福祉のまちづ
くり条例

特定行政庁 8 8 0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

② 特定建築物の計画の認定

高齢者、身体障害者
等が円滑に利用でき
る特定建築物の建築
の促進に関する法律

特定行政庁 8 8 0 法 法 法 法 法 法 法 法

6

障害者自立支援法
の指定障害福祉
サービス事業者の
指定に関する事務

① 指定障害福祉サービス事業者の指定
自立支援法（平成１８
年４月～）

人口１０万人以上 16 2 14 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●

7
保育所等に関する
事務

①
社会福祉法人（保育所関係に限る）の
設立認可

社会福祉法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

② 児童福祉施設（保育所）の設置認可 児童福祉法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

③ 認可外保育施設の届出の受理 児童福祉法 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

④
指定保育士養成施設の指定申請書等
の経由

児童福祉法施行令 人口１０万人以上 13 0 13 法 ● 法 ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ●

8
老人ホーム等の設
置の認可・届出等

①
特別養護老人ホーム（定員２９人以下）
の設置の認可

老人福祉法 全市町村 53 2 51 法 ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

②
軽費老人ホーム（地域密着型特定施設
に限る）の設置の届出

社会福祉法 全市町村 53 0 53 法 ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③ 有料老人ホームの設置の届出 老人福祉法 全市町村 56 2 54 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

介護保険法の居宅
サービス事業者・施
設の指定に関する
事務（老健を除く）

移譲対象
市町村数

移譲済
市町村数

未移譲
市町村数

名　称 代表的な事務内容 根拠法令 移譲対象市町村 【凡例】
・「○」・・・移譲済み
・「●」・・・未移譲
・「△」・・・移譲の対象とならない
・「法」・・・個別法令等により当該市町村の権限となるもの
なお、人口１０万人以上の市町村はセルが着色してある市町村です。
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権限移譲パッケージリスト（取組状況）
消費生活パッケージ
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1
計量に関する検査
事務

①
適正な計量のための定期検査や立入
検査等の実施

計量法 全市町村 51 0 51 法 ● 法 法 ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

② 検定証印等の除去 計量法 全市町村 51 0 51 法 ● 法 法 ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● 法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

③
適正計量管理事務所の指定に関する
事務

計量法 全市町村 56 1 55 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

農林振興パッケージ
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1

土地改良換地計画
の認可等に関する
事務

①
農業協同組合等の行う土地改良事業
に係る換地計画の認可

土地改良法 全市町村 55 1 54 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

2

土地改良換地計画
の清算金に関する
事務

①

土地改良区の区域に属さない地域にお
いて施行する県営土地改良事業の換
地計画に定める清算金の徴収及び支
払

土地改良法
農振地域指定のない松戸
市、流山市、鎌ヶ谷市、
浦安市を除く５２市町村

52 3 49 ● ● ● ● ● ● △ ● ○ ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● △ ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● ●

3

木材の搬出に係る
土地使用権設定等
に関する事務

①
木材等の搬出等をするために他人の
土地に使用権を設定する認可

森林法 全市町村 55 0 55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4
土地改良事業の認
可等に係る事務

①
農業協同組合等の行う土地改良事業
の認可

土地改良法 全市町村 55 1 54 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

5

土地改良事業に係
る報告の徴収及び
検査

①
法第３条の資格を有する者に対する検
査

土地改良法 全市町村 55 1 54 ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

6

持続性の高い農業
生産方式に関する
事務

①
持続性の高い農業生産方式の導入関
する計画の認定(変更認定)

持続性の高い農業生
産方式の導入の促進
に関する法律

全市町村 55 0 55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

7
果樹農業の振興に
関する事務

① 果樹園経営計画の認定
果樹農業振興特別措
置法

全市町村 55 0 55 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● △ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

移譲対象
市町村数

移譲済
市町村数

未移譲
市町村数

名　称 代表的な事務内容 根拠法令 移譲対象市町村

名　称 代表的な事務内容 根拠法令 移譲対象市町村
移譲対象
市町村数

移譲済
市町村数

未移譲
市町村数

【凡例】
・「○」・・・移譲済み
・「●」・・・未移譲
・「△」・・・移譲の対象とならない
・「法」・・・個別法令等により当該市町村の権限となるもの
なお、人口１０万人以上の市町村はセルが着色してある市町村です。

【凡例】
・「○」・・・移譲済み
・「●」・・・未移譲
・「△」・・・移譲の対象とならない
・「法」・・・個別法令等により当該市町村の権限となるもの
なお、人口１０万人以上の市町村はセルが着色してある市町村です。
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